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今 月 の 話 題 町民の皆さんにお知らせしたい、制度の変更や
重要な情報などを掲載しています。

消費税の引き上げに伴い
各種料金が変更されます

　消費税率と地方消費税率が引き上げ
られることに伴い、各種料金が変更さ
れます。皆さんのご理解とご協力をお
願いします。

※ 18リットル未満は 18リットルとみなします。

泫特殊なくみ取り方法などによるものは、お問い合わせください。

上下水道料金
　料金の種類によって、改正後の税率が加算される時
期が異なります。
　改正後の税率が加算される時期は次のとおりです。
給水申込金
　4月 1日から
水道料金
4月 1日より後に開栓し供給する使用料
　4月検針分から
4 月以前から継続して供給している使用料
　5月検針分から
※ 改正後の税率を反映した、上下水道料金早見表を、
広報３月号に折り込みます。
問　業務課☎ 32-2516

し尿くみ取り料金

　4月 1日から、し尿処理手数料が増税分値上がりし
ます。
　値上がり後の手数料は、下表によって算出された金
額のうち、10 円未満の端数を切り捨てた金額となり
ます。
問　清掃工場（環境管理課）　☎ 33-5003

し尿くみ取りの種別と変更後の手数料など

種別 基本料金など 現手数料
（消費税5％）

新手数料
（消費税8％）

一般家庭

毎月 1回のくみ取りを受ける家庭で、1ヵ
月排出量が 1人につき 45リットル以下の
家庭

基本料金 735 円 756 円

1人につき 241.50 円 248.40 円

毎月 2回以上のくみ取りを受ける家庭
基本料金 735 円 756 円
1人につき 241.50 円 248.40 円
2回目以後 18リットルにつき 170.10 円 174.96 円

1世帯で 2個以上の便槽のくみ取りを受け
る家庭

主たる便槽
基本料金 735 円 756 円
1人につき 241.50 円 248.40 円
その他の便槽
18 リットルにつき※ 170.10 円 174.96 円

2ケ月以上の隔月でくみ取りを受ける家庭 18リットルにつき※ 170.10 円 174.96 円
上記に掲げる以外のものでくみ取りを受け
る家庭 18リットルにつき※ 170.10 円 174.96 円

事業所など 学校、アパート、会社、事業所、工場など
排出量が不確実なもの 18リットルにつき※ 170.10 円 174.96 円

臨時 臨時に収集を受けるもの
基本料金 3,150 円 3,240 円
18 リットルにつき※ 170.10 円 174.96 円
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